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１．現行の公的賃貸住宅制度等における民間活用について①

Ｈ１４年度：610戸

Ｈ１５年度：3,670戸

用地費の50％相当額について国
が都市再生機構に出資

○床面積：５５㎡～９１㎡の住戸が
過半（最小規模３７㎡）

○省エネ対応であること

○バリアフリー構造であること

○公募、抽選により選定

（特段の定めなし）

都市再生機構が敷地を整備し民間
に賃貸、民間が建設、管理

大都市の既成市街地において不
足している良質なファミリー向け賃
貸住宅等を供給

【【参考参考】】

民間供給支援型賃貸住宅民間供給支援型賃貸住宅

（H14年度制度創設）

Ｈ１３年度：662戸

Ｈ１４年度：1,471戸

Ｈ１５年度：1,880戸

家賃減額分を国、地方公共団体が負担

※原則収入分位２５％以下の世帯が入
居する場合

共用部分工事費の２/３

（国、地方公共団体が負担）

○床面積：原則各戸２５㎡以上

○バリアフリー構造であること

○公募、抽選により選定

○敷金３ヶ月以内（礼金、権利金等な
し）

市場家賃

※原則として収入分位２５％以下の世
帯を対象とする減額措置あり

民間が建設、管理

高齢者（６０歳以上）の単身・夫婦世帯
に対してバリアフリー対応がなされた賃
貸住宅を供給

高齢者向け優良賃貸住宅高齢者向け優良賃貸住宅（民間型）（民間型）

（高齢者の居住の安定確保に関する法
律 平成13年）

○公募、抽選により選定

○敷金３ヶ月以内（礼金、権利金等
なし）

○公募、住宅困窮度を勘案して
選定

○敷金３ヶ月以内（礼金、権利金
等なし）

入居者選
定、賃貸
条件

家賃減額分を国、地方公共団体が
負担

※収入分位５０％以下の世帯が入
居する場合

（市場家賃で借上げ）
家
賃
分

共用部分工事費の２/３

（国、地方公共団体が負担）

共用部分工事費の２/３

（国、地方公共団体が負担）

建
設
費
等
分

民
間
供
給
主
体
へ
の

財
政
支
援
措
置

Ｈ１３年度：9,175戸

Ｈ１４年度：5,222戸

Ｈ１５年度：2,847戸

Ｈ１３年度：1,067戸

Ｈ１４年度：1,396戸

Ｈ１５年度：1,302戸

市場家賃

※収入分位５０％以下の世帯を対
象とする減額措置（最長２０年）あり

応能応益家賃

家賃

○床面積：原則各戸５０㎡～１２５
㎡

○２以上の居住室を有すること

○床面積：原則各戸１９㎡～８０
㎡

○省エネ対応であること

○原則バリアフリー構造である
こと

主な整備
基準

最近の供
給実績

民間が建設、管理民間が建設

地方公共団体が借上げ、管理

供給方式

中堅所得者に対して比較的規模の
大きい賃貸住宅を供給

住宅に困窮する低額所得者に
対して低廉な家賃の賃貸住宅を
供給

目的

特定優良賃貸住宅特定優良賃貸住宅（民間型）（民間型）
（特定優良賃貸住宅の供給の促進
に関する法律 平成５年）

公営住宅公営住宅（借上型）（借上型）

（公営住宅法 平成８年改正）
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１．現行の公的賃貸住宅制度等における民間活用について②

高齢者が安心して民間賃貸住宅に居住できるようにするための仕組みとして、高齢者の居住の安
定確保に関する法律（平成１３年制定）に基づき、高齢者円滑入居賃貸住宅の登録・閲覧制度、
終身建物賃貸借制度等を整備

○高齢者の入居を拒まない賃貸住宅を賃貸人が都道府県知事に登録

※登録事項：所在地、家賃、床面積、高齢者向け優良賃貸住宅認定の有無、連絡先等

○都道府県知事は、登録住宅に関する情報を広く高齢者に提供

○賃貸人・賃借人の申し出により、高齢者居住支援センターが登録住宅を対象とする家賃債務保証を実施

貸主

高齢者円滑入居
賃貸住宅の登録

都道府県
（指定登録機関）

情報の一元化
情報提供

高齢者単身・
夫婦世帯等

家賃債務保証
（６ヶ月限度）

賃貸借契約

高齢者居住支援センター

家賃債務保証
の申込み

貸主

高齢者円滑入居
賃貸住宅の登録

都道府県
（指定登録機関）

情報の一元化
情報提供

高齢者単身・
夫婦世帯等

家賃債務保証
（６ヶ月限度）

賃貸借契約

高齢者居住支援センター

家賃債務保証
の申込み

※高齢者向け優良賃貸住宅（前ページ参照）については、上記の登録を義務付け

＊登録住宅戸数の推移

69,831戸60,584戸46,778戸24,961戸

Ｈ１６年度Ｈ１５年度Ｈ１４年度Ｈ１３年度

＊家賃債務保証の件数

１６４件（平成１６年度末）

１．高齢者円滑入居賃貸住宅の登録・閲覧

２．終身建物賃貸借制度

○高齢者単身・夫婦世帯等が賃貸住宅に入居する際、借家人が生きている限り存続し死亡した時に終了する（相続性を排除する）借家

契約を結ぶことができる制度（都道府県知事等の認可を受けた事業者により実施 ）

＊認可事業者数 ： １事業者（平成１６年度末）
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２．民間賃貸住宅の現状と最近の動向について①

○世帯数に比較し、ストック数は充足
・世帯数 ：１，２５６万世帯

・ストック数 ：１，５５５万戸（持家 ２，８６７万戸）

○ストックの規模で見ると、居住水準は低い
・床面積：２９㎡以下の住宅が３２．０％（持家０．４％）
・最低居住水準未満世帯の割合 ： ９．８％（持家 １．１％）
・誘導居住水準以上の世帯の割合 ：３３．２％（持家６５．０％）

世帯数／ストック数 ： ０．８１

住宅別の１住宅あたり延べ床面積の分布状況

資料：総務省「平成１５住宅・土地統計調査」
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誘導居住水準以上

最低以上誘導未満

最低居住水準未満

住宅別の居住水準の達成状況

資料：総務省「平成１５住宅・土地統計調査」

（平成１５年）

（平成１５年）

（平成１５年）
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２．民間賃貸住宅の現状と最近の動向について②

○長期にわたって使用できる良質な賃貸住宅、特に、ファミリー向け賃貸住宅が不足
・ファミリー向け賃貸住宅ストックの不足：１６８万戸

○バリアフリー化の遅れ
・「手すりの設置」「段差の解消」「広い廊下幅の確保」といった基本的なバリアフリー化がなされたストック

（借家全体）：１．５％ （持家：４．３％）

民営借家に居住する世帯人員別世帯数と 延床面積別戸数との比較

602.6

434.6

653.5

821.5

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

1,200.0

1,400.0

世帯人員別世帯数 延床面積別住戸数

世帯数

・戸数

   ２名以上世帯

ファミリー向け住宅ストック不足　１６８万戸

 ５０㎡以上住宅ストック

※都市型誘導居住水準 ２人世帯 ５５㎡

資料：総務省「平成１５住宅・土地統計調査」

単身世帯

５０㎡未満住宅ストック

住宅のバリアフリー化の状況

15.0％
（持家：17.6％ 借家：9.3％）

段差のない室
内

10.6％
（持家：12.9％ 借家：5.6％）

廊下等が車椅
子で通行可能

27.9％
（持家：34.1％ 借家：14.3％）

どれか一つでも対応

3.4％
（持家：4.3％ 借家：1.5％）

３つ全てに対応

72.1％
（持家：65.9％ 借家：85.7％）

いずれも備えていない

16.2％
（持家：21.1％ 借家：5.4％）

手すり（２箇所
以上）

高齢者の
ための設
備等

資料：国土交通省「平成15年住宅需要実態調査」

（平成１５年）

（平成１５年）
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賃貸化されたマンションストック数の推移
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賃貸化されたマンションストック数
マンションストックに占める賃貸化されたマンションの比率

２．民間賃貸住宅の現状と最近の動向について③

出典：総務省「住宅統計調査、住宅・土地統計調査」
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24.6%
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昭和５８年 平成５年 平成１５年

○民間賃貸住宅と比較して一般的に居住水準が高い持家の賃貸化は、民間賃貸住宅の居住水準

の向上に寄与するものと期待。

注２）賃貸化されたマンションストック数の推移は、
国土交通省「建築着工統計」、「マンション総合調
査」等を基に推計

○最近では、ファミリー向けの民間賃貸住宅ストックも着実に増加。
・５０㎡～６９㎡の民間賃貸住宅ストックの割合の推移 Ｓ５８年：12.9％→Ｈ５年：17.1％→Ｈ１５年：22.9％

注１）戸建て住宅の賃貸化は含まれていない

注３）マンションストックに占める賃貸化されたマン
ションの比率は、国土交通省「マンション総合調
査」による

（万戸）
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・投資家から資金を集め、様々な不動産に投資し、運用することを

目的として設立された法人

・運用不動産の入れ替えは柔軟に実施

・平成１７年３月末現在、１６社が設立（うち７社が住宅に投資）

〔根拠法：投資信託及び投資法人に関する法律 〕

＊Ｊリート（不動産投資法人）

Ａ社（住宅専門のＪリート）の取得賃貸住宅の種類別比率

27.7%

6.8%

28.3%

37.1%

シングル コンパクト ファミリー ラージ

賃貸住宅

投資家

管理会社

委託

証券化

プロパティマネジメント、アセットマネジメント

ＳＰＣ
事業者 Ｊリート等

２．民間賃貸住宅の現状と最近の動向について④

Ｊリート市場の推移

6074

9124

15891

23628

0.7%
1.4%

5.0%

11.6%
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2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

Ｊリートの物件取得資産額　　　　　　　　　うち住宅の取得資産額

Ｊリートの取得物件のうち住宅の占める割合

（億円）

４１ １３０
２７４１

７９４

◇不動産証券化スキーム
・特定の不動産を証券化し、運用することを目的として設立された

会社

・資産の入れ替えは不可能

〔根拠法：資産の流動化に関する法律、商法、有限会社法 〕

＊ＳＰＣ（特定目的会社）

○民間賃貸住宅の新たな供給・管理手法として、最近では不動産証券化スキームの活用が進んでき

ている。

・Ｊリートの物件取得資産額のうち、住宅の取得資産額の占める割合

Ｈ１４年度末：1.4％→Ｈ１５年度末：5.6％→Ｈ１６年度末：11.6％

・シングル：単身者向け

・コンパクト：子供のいない共

働き夫婦、子供が独立した

高齢者夫婦向け

・ファミリー：家族向け

・ラージ：富裕層向け

-６-



３．民間賃貸住宅を住宅セーフティネットとして活用する場合の課題について

入居者の限定が行われている。特に、家賃支払い
や、習慣・言葉・事故発生に対する不安を理由に
「外国人」「高齢者」等の入居を制限している例が
多い。

民間賃貸住宅を「セーフティネット」として活用するためには、賃貸人・賃借人の不安解消のための仕組みづくりが必要。

0 10 20 30 40 50

家賃の支払いに対する不安

住宅の使用方法に対する不安

他の入居者との協調性に対する不安

居室内での死亡事故等に対する不安

入居者以外の者の出入りへの不安

習慣・言葉が異なることへの不安

近隣住民との協調性に対する不安

生活サイクルが異なることへの不安

その他

無回答

（％）

（資料）「賃貸住宅経営の実態把握アンケート」（Ｈ１４．６）

0% 10% 20% 30% 40% 50%

外国人は不可

単身の高齢者は不可

高齢者のみ世帯は不可

障害者のいる世帯は不可

小さい子どものいる世帯は不可

一人親世帯は不可

男性は不可

その他

無回答

入居者限定の内容 入居者限定の理由

入居者限定の有無

0% 20% 40% 60% 80% 100%
限定している 限定していない 無回答

高齢者、一人親世帯などの社会的弱者は連帯保証人を
確保できずに民間賃貸住宅に入居できない場合がある。
最近では、保証人を確保できない賃貸人等を対象に民
間の家賃債務保証サービスが普及しつつあるが、保証
契約の締結に際して事前審査が行われるなど、必ずしも
社会的弱者が保証サービスを受けられるとは限らない。

（資料）「民間保証会社の家賃債務保証サービス関連資料及びヒアリングにより作成」（Ｈ１５）

民間保証会社による家賃債務保証サービスの事例

Ｂと代理店契約を締結している仲介
業者又は管理会社が対象とする物
件

Ａと提携している仲介業者又は
管理会社が対象とする物件対象物件

・契約期間毎に入居者が負担
２年契約・・・月額賃料の30％
３年契約・・・月額賃料の45％
５年契約・・・月額賃料の75％

・入居者は月額賃料の1.8％を
負担

・仲介業者又は管理会社は月
額賃料の1.2％を負担

保証料

月額賃料の保証期間分相当額月額賃料の６ヶ月分相当額保証限度額

月額３万円～50万円/月３万円～30万円/月
対象家賃

金額

・滞納家賃の保証
・延滞に対する督促
・明渡し履行業務
・残留物撤去・保管・処分 等

・家賃徴収（カード決済）
・滞納家賃の保証
・延滞に対する督促

保証等の
業務内容

連帯保証人として民間保証会社が
家賃債務保証を行う。

クレジットカードによる家賃徴収
代行業務と組み合わせて家賃債
務保証を行う。

特 徴

Ｂ社Ａ社
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○内 容

４．地方公共団体における取り組み事例について①

民間保証会社による家賃保証や地方公共団体及び関係支援団体等による居住支援により、賃貸人・

賃借人ともに安心して入居できる仕組みづくりを行っている事例（横浜市）

○対 象

保証人が確保できずに民間の賃貸住宅への入居を断られてしまう高齢者等

（高齢者、障害者、外国人、特定疾患患者、一人親家庭、ＤＶ被害者、生活保護受給世帯、児童福祉施設退所者 等）

①協力不動産店の登録
制度の趣旨に賛同し、住宅困窮者の受け入れに協力する
不動産店を募集し、登録。

②家主への家賃等の滞納保証

民間保証会社による家賃の滞納保証の仕組みを整備。

※低所得世帯などには入居時の保証料を全部又は一部を市が助成。

③居住支援
独居老人等への緊急通報装置付き電話設置、外国人への
通訳など、入居者に応じた居住支援を実施。

安心して入居できる環境づくり → 民間賃貸住宅の活用

仕 組 み

利用者

（賃借人）

協力不動産店

家主（賃貸人）

賃貸借契約

保証会社

家賃等

滞納保証

家賃等

保証契約

地方公共団体

（住宅供給公社）

①
協
定

③
協
力
不
動
産
店
紹
介

保
証
料
の
助
成

②
登
録

④
居
住
支
援

④
相
談
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４．地方公共団体における取り組み事例について②

民間賃貸住宅を借り上げ、ホームレスに低家賃で貸し付けている事例（東京都）

○内 容

○対 象

ホームレス
・東京23区のホームレス数；5,500人（H.15.8）

・このうち、今回の施策対象は、従来の自立支援センター等

による取り組みでは対応できない約2,400人

①地方公共団体が民間賃貸住宅を借り上げ

（ＮＰＯ法人等に委託）

《２年間２，０００室を確保》

②ホームレスに低家賃で貸し付け
家 賃 額： ３０００円／月
貸し付け期間： ２年間（更新あり）

あわせて、
○ 就労機会の確保
○ 生活相談 等を実施

民間賃貸住宅の提供により

ホームレスの自立を支援

借り上げ住居への入居

ホームレス

（賃借人）
民間賃貸住宅

②
借
り
上
げ

④
就
労
機
会
の
確
保

生
活
相
談

等

③
貸
し
付
け

自立生活への移行準備 （面接、相談、健康診断など）

～ 事業の流れ ～

自立生活へ移行

ＮＰＯ法人等

地方公共団体

委託（借り上げ・貸し付けに係る事務等）

▽借り上げる住宅の選定基準
・ホームレス対策の対象となる公園の近傍
・借り上げ代が５万円前後／月

①
要
件
（左
欄
参
照
）
に

適
合
し
た
住
宅
の
選
定
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４．地方公共団体における取り組み事例について③

高齢者を対象として、見守りや葬儀、家財の片付けを行うサービスを提供し、家主の不安を解消する

ことにより、高齢者の賃貸住宅への入居を支援している事例（東京都）

市区町村 賃貸人

仲介業者

高齢者世帯

賃貸住宅へ

の入居を求

めている世帯

賃貸住宅・

持家に住ん

でいる世帯

入居相談

情報提供

賃貸借契約

登
録

登
録
依
頼

高齢者円滑入居賃貸

住宅の登録制度

※Ｐ２参照

登
録

あんしん入居制度

（入居者の利用料をもとに実施）

○見守りサービス

・あんしんコールサービス

・緊急時対応サービス

・入退院時支援サービス

（入居者の預託金をもとに実施）

○葬儀の実施

○残存家財の片づけ ※火災保険へ加入

問い合わせ・相談

制度利用申込・契約

（財）東京都防災・建築まち

づくりセンターにより実施

問い合わせ・相談

制度利用申込・契約

ホームページ

・あんしん入居制度

・登録住宅制度

情報検索 台帳閲覧・

問い合わせ

◇東京都における高齢者の居住支援の仕組み
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４．地方公共団体における取り組み事例について④

対 象 実 施 時 期 備 考 （ 主 な 要 件 ）

新 婚 世 帯

フ ァ ミ リ ー 世 帯

定 住 支 援 福 祉 家 賃 助 成 事 業
要 綱

高 齢 者 ・ 障 害
者 ・ 一 人 親 世 帯

H6.10～
対 象 世 帯 ： 区 内 に 引 き 続 き 1年 以 上 居 住 、 一 定 の 所 得 以 下 、 現 に 居 住 し て い た
　 　 　 　 　 民 間 賃 貸 住 宅 の 取 り 壊 し 等 に よ り 転 居 を 余 儀 な く さ れ た 世 帯

千 代 田 区 仮 住 居 ・ 仮 店 舗 助
成 事 業 要 綱

仮 住 居 ・ 仮 店 舗 H10.3～

対 象 世 帯 ： 千 代 田 区 型 地 区 計 画 を 活 用 し た 建 替 え 事 業 地 内 に 1年 以 上 居 住 、
　 　 　 　 　 工 事 完 成 後 も 継 続 し て 居 住 す る 世 帯 、 一 定 の 所 得 以 下
住 宅 要 件 ： 世 帯 人 員 に 応 じ た 住 宅 、 適 正 な 家 賃
助 成 期 間 ： 建 替 え 工 事 期 間 中 （ 24ヶ 月 を 限 度 ）

中 央 区 コ ミ ュ ニ テ ィ フ ァ ン ド 制 度 居 住 継 続 H3.2～
対 象 世 帯 ： 再 開 発 事 業 区 域 内 に ３ 年 以 上 居 住 し 、 開 発 後 も 継 続 し て 居 住
住 宅 要 件 ： 一 定 の 面 積 の 範 囲

新 宿 区 世 帯 向 家 賃 助 成 制 度 フ ァ ミ リ ー 世 帯 H10.4～
対 象 世 帯 ： 義 務 教 育 修 了 前 の 児 童 を 扶 養 、 一 定 の 所 得 以 下 、 現 在 又 は 過 去 に
　 　 　 　 　 当 区 の 家 賃 助 成 を 受 給 し て い な い （ 募 集 世 帯 ： 50世 帯 （ 16年 度 ） ）
助 成 期 間 ： 5年 間

新 宿 区 学 生 及 び 勤 労 単 身 者
向 家 賃 助 成 制 度

単 身 世 帯 H5.4～
対 象 世 帯 ： 18～ 28歳 の 単 身 者 、 現 在 又 は 過 去 に 当 区 の 家 賃 助 成 を 受 給 し て い な
　 　 　 　 　 い （ 募 集 世 帯 ： 30世 帯 （ 16年 度 ） ）
助 成 期 間 ： 3年 間

文 京 区 市 街 地 再 開 発 事 業 に
伴 う 家 賃 助 成 事 業

再 開 発 事 業 区 域
内

H4.9～
対 象 世 帯 ： 市 街 地 再 開 発 事 業 の 実 施 に 伴 い 区 内 の 住 宅 に 転 居 す る 者 、
　 　 　 　 　 一 定 の 所 得 以 下
助 成 期 間 ： 最 長  84か 月

文 京 区 住 み 替 え 家 賃 助 成 事
業

フ ァ ミ リ ー 世 帯 H4.1～
対 象 世 帯 ： 最 低 居 住 水 準 未 満 の 住 宅 か ら の 住 み 替 え 世 帯 、 一 定 の 所 得 以 下
助 成 期 間 ： 1年 間

高 齢 者 等 居 住 支 援 事 業
高 齢 者 ・ 障 害
者 ・ 一 人 親 世 帯

H13.4～
対 象 世 帯 ： 区 内 に 3年 以 上 居 住 し 、 取 り 壊 し 等 に よ り 区 内 の 他 の 民 間 賃 貸 住 宅
　 　 　 　 　 に 住 み 替 え 、 一 定 の 所 得 以 下
助 成 期 間 ： 2年 間

台 東 区
加 算 型 フ ァ ミ リ ー 世 帯 家 賃
支 援 制 度

フ ァ ミ リ ー 世 帯 H14.4～
対 象 世 帯 ： 18歳 未 満 の 児 童 を 扶 養 （ 募 集 世 帯 ： 150世 帯 （ 17年 度 ） ）
住 宅 要 件 ： 一 定 の 面 積 以 上
助 成 期 間 ： 10年 間

中 堅 フ ァ ミ リ ー 家 賃 助 成 フ ァ ミ リ ー 世 帯 H4.6～

対 象 世 帯 ： 一 定 の 所 得 以 下 、 区 内 に 引 き 続 き 1年 以 上 居 住
　 　 　 　 　 （ 募 集 世 帯 ： 75世 帯 （ 16年 度 ） ）
住 宅 要 件 ： 一 定 の 面 積 未 満 、 家 賃 が 5万 円 以 上
助 成 期 間 ： 2年 間

中 堅 フ ァ ミ リ ー 世 帯 住 み 替
え 家 賃 助 成

フ ァ ミ リ ー 世 帯 H9.8～

対 象 世 帯 ： 一 定 の 所 得 以 下 、 区 内 に 引 き 続 き 1年 以 上 居 住
　 　 　 　 　 （ 募 集 世 帯 ： 30世 帯 （ 16年 度 ） ）
住 宅 要 件 ： 従 前 住 宅 が 一 定 の 面 積 未 満 で 、 住 み 替 え 後 の 住 戸 面 積 が 一 定 の 面 積
　 　 　 　 　 以 上 の 民 間 賃 貸 住 宅 に 住 み 替 え
助 成 期 間 ： 5年 間

荒 川 区
荒 川 区 特 定 街 づ く り 住 み 替
え 家 賃 助 成 事 業

居 住 継 続 H3.7～
対 象 世 帯 ： 区 が 実 施 又 は 指 導 す る 街 づ く り 事 業 に よ り 移 転 し 引 き 続 き 区 内 に
　 　 　 　 　 居 住 、 一 定 の 所 得 以 下
助 成 期 間 ： 5年 間

板 橋 区
板 橋 区 住 み 替 え 資 金 貸 付 条
例

新 婚 世 帯
フ ァ ミ リ ー 世 帯

H4.7～
対 象 世 帯 ： 区 内 に 引 き 続 き 1年 以 上 居 住 、 一 定 の 所 得 以 下
住 宅 要 件 ： 一 定 の 家 賃 以 内
助 成 期 間 ： 2年 間 　 　 　 　 　 　 　 （ 16年 度 か ら 新 規 受 付 廃 止 ）

H14.4～
対 象 世 帯 ： 親 世 帯 が 区 内 に 10年 以 上 居 住 、 一 定 の 所 得 以 下
住 宅 要 件 ： 一 定 の 面 積 以 上
助 成 期 間 ： 5年 間

目 黒 区

千 代 田 区

新 宿 区

文 京 区

子 育 て フ ァ ミ リ ー 世 帯 等 親
元 近 居 助 成 事 業

定住促進やまちづくり、高齢者・障害者対策等を目的として、特定の施策対象者が民間賃貸住
宅に入居した場合に、家賃に対する助成を行っている事例（東京都２３区内）

【家賃に対する助成の実施状況】（平成15年11月東京都調査）
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新婚世帯・若年世帯の定住促進や中心市街地の活性化を目的として、特定の施策対象者が民間
賃貸住宅に入居した場合に、家賃に対する助成を行っている事例

○小樽市 若年者定住促進家賃補助制度
➢対象世帯：婚姻の届け出をした日から３年以内の世帯、年齢が夫婦いずれも40歳以下、

一定の所得以下、転入後２ヶ月以内の申し込み
（募集世帯：30世帯（平成17年度））

➢住宅要件：専用面積が35㎡以上
➢助成期間：36ヶ月

４．地方公共団体における取り組み事例について⑤

○宇都宮市 若年夫婦世帯家賃補助制度
➢対象世帯：平成17年３月１日以後、中心市街地以外の地域から中心市街地の民間賃貸住

宅に転居又は転入した夫婦世帯、
年齢が夫婦いずれも満40歳未満、一定の所得以下

➢住宅要件：中心市街地の区域内にある民間賃貸住宅
➢助成期間：60ヶ月（義務教育終了前の子供がいる場合は、更に36ヶ月延長）

○渋川市 借り上げ賃貸住宅制度
（民間の賃貸住宅を市が借り上げ、入居者に家賃の助成をして貸し出す制度）

➢対象世帯：同居親族がいる世帯（65歳以上で市内に居住または勤務している人は単身も
可）、一定の所得以下

➢住宅要件：市が借り上げした民間賃貸住宅（数戸程度）
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５．家賃補助について①

昭和50年住宅宅地審議会答申では、「賃貸住宅の家賃をその住宅供給サービスに見合

うように適正に評価し、入居者はその収入、家族構成等によって定められる負担限度額ま
でを家賃として負担するものとし、適正家賃との差額は公的補助対象とする方式」が考え
られている。

家賃補助については、
・居住者が自らのニーズにあった場所や広さの住宅を選択できること
・公共住宅の施策対象者であってこれに入居できない人々に対する手当て
・バランスのとれたコミュニティの形成

等の観点から導入すべきとの議論があるが、昭和50年、昭和56年、平成７年住宅宅地
審議会答申においては、

・家賃の評価、家賃の支払い能力の把握等の技術的問題点があること
・適正な運営のための事務処理体制の整備が必要であること
・良質な賃貸住宅が不足している現状では居住水準の改善に必ずしも寄与しない恐れ

があること
・財政上の負担も無視できないこと

などの観点から、引き続き検討していく必要がある、とされている。

○家賃補助とは

○家賃補助に対するこれまでの議論
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第１ 家賃のあり方と問題点
３ 応能家賃制度

応能家賃制度については、公的援助の的確化と
最低居住水準を確実にする住宅配分を実現するた
め必要であるとの観点から、当審議会が、50年８
月に検討すべき旨答申したところであるが、今後
とも、家賃の評価、家賃支出能力の把握、管理、
運営のための組織、費用など応能家賃制度の基確
的事項について検討を続ける必要がある。

昭和56年住宅宅地審議会答申（抄）

第２ 今度の住宅政策の基本的体系
２ 具体的施策
(5) 公的援助の適正化

① 公的賃貸住宅の建設の停滞、新規供給家賃の上
昇、新旧家賃格差の存在等の現行制度の問題点を
抜本的に解消するためには、応能家賃方式を導入
することが望ましい。応能家賃方式としては、賃
貸住宅の家賃をその住宅供給サービスに見合うよ
うに適正に評価し、入居者はその収入、家族構成
等によって定められる負担限度額までを家賃とし
て負担するものとし、適正家賃との差額は公的補
助対象とする方式が考えられる。

② しかしながら、我が国において応能家賃方式を
採用することとした場合においては、適正家賃の
認定、所得の的確な把握等の技術的な問題の他に、
新制度導入に伴う財源措置の検討及び事務処理体
制の整備等事前に解決を図るべき重要な問題が多
い。

また、応能家賃方式については、民間住宅部門
への適用の問題が起こってくるが、この場合、住
宅政策の見地からする狭小住宅、設備併用住宅等
の水準以下住宅への適用の除外及びそのために生
ずる不均衡の発生などの問題について検討する必
要がある。

昭和50年住宅宅地審議会答申（抄）

５．家賃補助について② ～住宅宅地審議会におけるこれまでの答申（参考）～

Ⅳ 住宅政策において今後実施すべき事項
３ 住宅市場を補強・補完するための住宅の公的

供給

なお、家賃補助については、公共住宅の施策対
象者であってこれに入居できない人々について一
般的に導入すべきとの議論もあるが、家賃の評価、
家賃の支払い能力等の把握等の技術的問題点に加
え、良質な賃貸住宅が不足している現状では、居
住水準の改善に寄与しないという恐れもあり、ま
た、財政上の負担も無視できない。このため、施
策対象者で公共住宅への入居を希望する者に対し
て極力これに応じることができるよう供給方式の
多様化等に努めることを基本とし、一般家賃補助
の導入については、引き続き検討が必要である。

平成７年住宅宅地審議会答申（抄）
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○アメリカの住宅手当制度について
民間賃貸住宅に居住する低所得者層の家賃負担をバウチャー（Voucher）を用いて軽減

５．家賃補助について③ ～諸外国における家賃補助の事例－１～

【制度概要】

＊予算の範囲内で実施されているため、待ち期間の長期化等が指摘されている。（ＨＵＤは、待ち期間は
24ヶ月以内とすべきと指導しているが、実際には10年超に及ぶ事例もある模様。）

【支給実績】
➢予算額 ２１，７５９億円（2005）
➢支給世帯数 ２，１１６千世帯（2005）

＊ 居住者の収入に応じた一定の負担額（調整後所得の30％等）
と基準家賃（地域ごとにＰＨＡが決定）との差額を補助。

住宅要件
・住宅品質基準に適合していること
・家賃が調整後所得の40％以下であること

支給対象者
・低所得者層
（原則地域の所得中央値の50％以下の者）

・対象世帯の審査、選定
・待ちリストの管理
・住宅の審査（住宅品質基準適合性、規模、家賃）
・補助金額の算定（基準家賃の決定等）
・対象世帯へのバウチャー交付
・家主への補助金交付

・補助金の分配
・地域の所得中央値の決定
・地域の公正市場家賃の決定
・ＰＨＡへの指導

連邦住宅都市開発省（ＨＵＤ）

対象世帯 家 主

地方住宅公社（ＰＨＡ）
（全米で約３２００）

補助金配分 計画提出・報告

バウチャー交付
補助金交付

賃貸借契約
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５．家賃補助について④ ～諸外国における家賃補助の事例－２～

※金額は、2003年の年平均為替レート（International Financial Statistics2004（ＩＭＦ））により換算。

○住宅・都市庁が所管
○家族手当公庫（CAF）および農業者
社会共済金庫（CMSA）が管理・運営

○受給者、貸主（貸付をおこなってい
る者）のいずれかに支払（ただし、
APLは貸に主支払）

○支給額：17,735億円(03) 
○受給世帯数：6,088千世帯(03)
総世帯数に占める割合：約26％

○平均支給額：30万円/年(03)

※資金源は、国費や雇用者負担金等で
手当

住宅面積要件
（例 ALF：２人の場合、最低16㎡

ALS：単身の場合、最低９㎡等）

一定の所得以下

○全持家・借家
○所得要件等満たす者に必ず給付
※ 住宅手当は、次の３つに分かれる。
・住宅補助（APL）：

社会住宅等国との協定住宅世帯
・家族住宅手当（ALF）：

児童・高齢者扶養等世帯
・社会住宅手当（ALS）：

その他
※ 家族構成、家賃、所得と家族構成から
定められた最低負担額によって算出した
支給額を給付

フ ラ ン ス

－－○住宅品質基準に適合していること
○家賃が調整後所得の40％以下であ
ること

住
宅

人
的

○全持家・借家
○所得要件等満たす者に必ず給付
※ 家賃、所得、家族構成に応じ算出した
支給額を給付

○全借家
○資産要件等満たす者に必ず給付
※ 家賃、調整後所得（資産額を一定の計
算により加算）、家族構成に応じ算出し
た支給額を給付

○事実上、民間借家のみ
○所得要件等満たす者に予算内で給
付

※ 実際の家賃の多寡に関わらず、一定
の負担額（調整後所得の30％等）と地
域住宅公社（PHA）が定めた基準家賃と
の差額を補助

制
度
概
要

○運輸・建設・住宅省が所管
○市町村の住宅手当窓口に申請
○受給者の国内金融機関の口座に振込

○労働年金省(DWP)が所管
○一部の受給資格審査を除き、地方自
治体(local council)が管理・運営

○<Council tenantに居住>：居住者の
家賃口座に振込

○<それ以外の住宅に居住>：借主、家
主のいずれかに支払

○連邦住宅都市開発省(HUD)が所管
○地域住宅公社(PHA)が管理・運営
○家主に補助金交付
※ バウチャー（Voucher）を交付された
世帯が住宅を選択。PHAが家主とHAP
（補助金）契約し、対象世帯と家主は
賃貸借契約を締結。以降、PHAが家主に
補助金を交付。

支
給
方
法
等

○連邦政府支出：3,688億円(03)
※2005年からの住宅手当法の改正によ
り、連邦政府予算は大幅に減額
（2005年予算：1,123億円）

○受給世帯数：3,389千世帯(03)
総世帯数に占める割合：約8.7％

○支払総額：6,421億円(03)
＊連邦・州合計

○平均支給額：20万円/年(03)

※連邦及び州で半額ずつ負担

○住宅給付支出：23,922億円(02)
○受給世帯数：3,900千世帯(04)
総世帯数に占める割合：約16％

○平均支給額：60万円/年(04)

※全額国庫負担

○予算額：21,759億円(05)
○総支給世帯数：2,116千世帯(05)

総世帯数に占める割合：約2％
○平均支給額：80万円/年(05)

※全額連邦負担

支
給
実
績

○所得が一定の限度額以下で、他の
（住宅費援助を含む）公的補助を受
給していないこと

○低所得者で、家賃を支払っているこ
と

○資産額が300万円以下であること(60
歳以上の者、年金受給者は除く)

○原則、地域所得中央値の50％以下
○公営住宅からの退去を余儀なくさ
れる者については、80％以下まで
緩和

支
給
対
象

ド イ ツイ ギ リ スア メ リ カ
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